＜診療報酬加算等に関するお知らせ＞


当院では、国が定めた診療報酬に従い、下記診療報酬の算定および対応を行っております。

外来感染対策向上加算（継続）
当院では、院内感染防止対策として、必要に応じ以下のような取り組みを行っております。
・感染管理者である院長が中心となり、標準的な感染予防策に従い、職員全員で院内感染対策を推進しております。
・感染性の高い疾患（インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等）が疑われる場合は、一般の方と導線を分けたスペースを確保して対応しております。
・院内感染の対策の考え方や関連知識の習得を目的に、定期的に研修を行っております。
・感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めております。
・抗菌薬については、厚生労働省の「抗微生物約適正使用の手引き」に則り、適正に使用しております。

プログラム医療機器等指導管理料（継続）
当院では、疾病の管理等のために患者様ご自身が使用する「プログラム医療機器（治療用アプリ等）」を用いた、適切な指導及び治療管理を行っております。

一般名処方加算（継続）
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しております。
そのなかで、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
なお、一般名処方とは、お薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方せんに記載することです。

生活習慣病管理料（継続）
高血圧症、脂質異常症、糖尿病のいずれかを主病名とする患者さんに応じた療養計画を立て、療養計画書に同意をお願いする場合があります。
医師の判断により、28日以上の長期投与（リフィル処方箋交付を含む）を行うことがあります。

特定疾患療養管理料（継続）
医師の判断により、28日以上の長期投与（リフィル処方箋交付を含む）を行うことがあります。

ニコチン依存症管理料（継続）
当院は、ニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙のための治療的サポートをする『禁煙外来』を行っております。

ベースアップ評価料（継続）
当院では、ベースアップ評価料を算定しております。本評価料は、医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、物価高騰の中、医療従事者が安心して職務に従事する事を目的としております。






外来・在宅物価対応加算（新規）
当院では、医療材料費や光熱水費等の物価高騰に対応するため、診療報酬改定に基づき、「外来・在宅物価対応料」を算定しております。

充実管理加算（新規）
当院では、厚生労働省が実施する「外来医療等調査」に準拠し、質の高い外来診療と計画的な管理を実施している保険医療機関として、厚生労働省の規定に基づく「充実管理加算」を算定しております。
対象となる患者様：高血圧症、脂質異常症、糖尿病のいずれかを主病として当院に通院されている方

電子的診療情報連携体制整備加算（新規）
当院では、以下のような体制を整備しております。
・オンライン請求を行っております。
・診療報酬明細書を患者様に無償で交付しております。
・オンライン資格確認を行う体制を有しております。
・オンライン資格確認を利用し取得した診療情報を、閲覧又は活用できる体制を有しております。
・マイナ保険証を一定割合以上利用いただいている医療機関です。
・マイナポータルの医療情報に基づき、患者様の健康管理に関する相談に応じる体制を有しております。
・電子処方箋を発行する体制を有しております。
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